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新型コロナウイルス感染拡大期における拡大防止対策について（通知） 

 

日頃より、本市の介護保険事業に格別のご高配を賜り、感謝申し上げます。 

標記の件につきましては、各事業所において、市作成のアクション・チェックリストの

活用や国・県からの通知等をもとに、日頃からの感染防止対策及び発生時の対応に

関するマニュアルを作成した上で、ご尽力いただいていることと存じます。 

しかしながら、全国的に新型コロナウイルス感染症陽性者数が急増しているだけで

なく、市内介護保険事業所からも、利用者および職員の感染についての報告が相次

いでおります。 

本市では、新型コロナウイルスの陽性者が発生した事業所に、事業所内の感染拡

大防止を目的として、現地に赴き、衛生管理上のアドバイスを行ってまいりましたが、

初動の対応がその後の感染拡大防止に大きく影響 することがうかがえます。 

そのため、今後は事業所内で 1 名でも陽性者が発生した場合は、市として感染拡

大を未然に防ぎ利用者及び職員の負担軽減に資する取り組みとして、市職員が現地

に赴き、衛生管理上等のアドバイスを行っていく ことといたしました。 

また、陽性者発生時の対応を迅速に行うためにも、事前に対応時のシミュレーション

を行っておくことが重要であると考えられることから、国が作成した「介護施設・事業所

における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」の一部を抜粋した

フローチャートを別紙のとおり送付させていただきますので、事業所内で職員が確認

できる場所等に掲示し、日々確認できるようご活用いただくと共に、ケア倶楽部にて最

新の情報を定期的に確認頂きますようよろしくお願い申し上げます。 

そして、年末年始の陽性者発生時の介護保険課連絡先としてメールアドレスを通知

させていただきますので、ご一報いただきたく存じます。 

今後とも継続して感染症予防に努めて頂きます様お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 



◆介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライ

ン 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ta

isakumatome_13635.html 

 

 

◆12/29（火）～1/3（日）に利用者・職員に陽性者が発生した場合の報告先 

 

ｍｃｋａｉｇｏｔａｂ０１＠ｉ．ｓｏｆｔｂａｎｋ．ｊｐ 
 

メールの件名を「陽性者発生の報告（日付）（施設名）」とし、 

・事業所名   ・事業種別   ・窓口となる方 

・陽性者の状況 ・保健所との調整内容と検査予定等ご報告下さい。 

（折り返し確認の連絡を入れる場合があります） 

※体調不良者等の相談についてはお答えしかねます。その旨の返信も致しません 

ので、ご了承ください。 

体調不良時の相談先： 

千葉県発熱相談コールセンター ０３－６７４７－８４１４（２４時間対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

松戸市役所 介護保険課 

                              総務・事業者班 

                              電話 047-366-4101 

                              FAX 047-363-4008 
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